
 

三
鷹
市
高
齢
者
計
画
・
第
九
期
介
護
保
険
事
業
計
画

令
和
６
年
３
月

三
鷹
市

墨
田
区
在
宅
介
護
実
態
調
査

報
告
書

令
和
５
年
３
月

墨

田

区

平
成

年
３
月

山
形
県

朝
日
町

三 鷹 市

高齢者計画・第九期介護保険事業計画

令和６年３月

三 鷹 市



余白のページ

この冊子には、目の不自由な方への情報提供を目的に音声コードを貼付

しています。専用の読み上げ装置やスマートフォンアプリ等で読み取る

と、記録されている情報を音声で聞くことができます。
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「「三三鷹鷹市市高高齢齢者者計計画画・・第第九九期期介介護護保保険険事事業業計計画画」」のの策策定定にに当当たたっってて  

このたび、令和６年度から令和８年度までを計画期間とする「三鷹市高齢者計

画・第九期介護保険事業計画」を策定いたしました。 

団塊世代が後期高齢者となるいわゆる 2025 年問題に直面し、三鷹市でも 75 歳以

上の高齢者人口が増加の経過を辿っています。一人暮らしや夫婦のみの高齢者世帯

が増加するとともに、介護サービスの利用者が年々増加している状況の中、医療や

介護の需要が一層増加することが見込まれ、介護保険制度の持続可能性を確保し、

円滑に運営することが求められています。 

本計画では、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、 

助け合いながら暮らしていくことのできる「地域共生社会の実現」を目指すことと

しています。そして、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよ

う、「住まい・医療・介護・予防・生活支援」を一体的に支援する「地域包括ケアシ

ステム」をより一層推進していきます。主な内容としては、在宅医療・介護の推進

拠点として令和 5 年 12 月に開設した福祉 Labo どんぐり山の「在宅医療・介護研究

センター」「介護人財育成センター」「生活リハビリセンター」における各事業、認

知症施策では条例の制定や認知症基本法に基づく計画策定、介護支援専門員をはじ

めとした人財不足の解消を図るための介護人財確保事業に取り組んでいくほか、新

型コロナウイルス感染症対策の経験を踏まえた災害や感染症等非常時の対応・支援

について記載するなど、新たな課題、社会情勢等に対応する計画としました。 

これらの取組をはじめとした、本計画の推進が、「支える側」、「支えられる側」と

いう関係を超えて、地域の住民や多様な主体が参画し、互いに支え合い、助け合い、

頼り合える地域共生社会の実現につながることを、心より願っております。 

結びに、本計画の策定に当たって熱心にご議論・ご検討をいただきました「第九

期介護保険事業計画検討市民会議」の委員の皆様をはじめ、本計画の策定にご協力

をいただきました市民の皆様や事業者、関係団体の皆様に心より感謝を申し上げま

す。 

今後とも、本計画の事業実施の際には、皆様の一層のご支援とご協力をお願い申

し上げます。 

令和６年３月  

                                      三三鷹鷹市市長長  河河村村  孝孝        
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みたか高齢者憲章

平成 年３月 日

市議会議決

私たちのまち、三鷹市は、文化の香り高く、いきいきとした豊かな地域社会の形成を目指して

います。男女ともに 歳時代となり、高齢者自身の選択に基づき、自分にふさわしい生活を築

くことが求められています。私たち、三鷹市をつくるすべての人たちは、高齢者が地域の中で、

希望をもって安心して年齢を重ねることができるまちになることを願って、この憲章を定めま

す。

わたしたちは

１ 高齢者の過去と現在の働きを心に刻み、高齢者一人ひとりが誇りをもって生活できるように

努めます。

２ 高齢者が、その豊かな経験と知と技をいかし、年齢と状態にかかわりなく、自己実現できる、

あらゆる機会を提供します。

３ 高齢期において、だれもが、心身ともにすこやかに生活できるよう、健康づくりを含むサー

ビスや活動の充実に努めます。

４ 高齢者それぞれの生活を大切にする、ともにふれあい、支えあう、だれにでもやさしい地域

社会をつくります。

５ 相互の理解に基づき、すべての人々の人権が尊重され、排除や差別のない地域文化を築きま

す。
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